
 

 

 

ニュースリリース 

 

日本初！「海外ファンド救済センター」を本日開設 

～トラブル増加中の海外投資に関する無料相談受付中～ 

2012 年 9 月 13 日 

アブラハム・プライベートバンク株式会社 

 

海外投資を専門とする日本最大（注1）の個人向け投資助言会社アブラハム・プライベートバンク株式会社（http://abraham-bank.com/ 

本社：東京都港区、代表取締役社長：高岡壮一郎、関東財務局長（金商）第532号投資助言業）は、2012年9月13日、投資助言会社と

して日本初となる「海外ファンド救済センター」（http://kaigai-kyusaicenter.com/）を開設しました。 

 

海外投資ニーズの高まりとともに違法業者（無登録の海外所在業者）とのトラブル件数も増加傾向にあり、金融庁（注2）やマスコミ各誌

（注3）で注意喚起されています。「海外ファンド救済センター」では、金融庁からのライセンスを受け、法令を遵守した当社がトラブルにあ

った個人投資家を支援します。9月28日まで初回相談を無料で承ります。 

 

■ 「海外ファンド救済センター」開設の背景 

違法業者とのトラブル増加 

近年の海外投資ニーズの高まりとともに違法業者とのトラブル件数も増加傾向にあり、金融庁やマスコミ各誌でも“海外ファンド購入

時はコンタクト先が違法業者でないか確認を”とたびたび注意喚起されてきました。当社でも、一般的に代理店と呼ばれるような香港

IFA や紹介業者を通じて海外ファンドを購入した個人投資家から、次のような相談が増えてきました。 

 

■契約内容の説明がなく不安を感じる 

■連絡先が海外なので勝手が悪い 

■住所変更だけで高額な事務手数料を請求された 

■ファンド会社からの英文レターの内容が分からない 

■担当者がすぐ変わるので社内体制や将来性が不安 

■ファンドを売却したいが方法がわからない 

大手ヘッジファンド、日本人の新規申込停止の影響 

さらに今年に入り、世界的に大手のヘッジファンドやオフショアの生命保険会社が日本人の新規申込を停止したことから、香港 IFA や

紹介業者の日本撤退が相次ぎました。その影響で、サポートを打ち切られてしまった個人投資家が続出しているようです。業者と連絡

が取れなくなったために当社へ移管を希望される投資家が激増している状況を受け、投資助言会社として日本初の「海外ファンド救

済センター」を開設しました。 

 

■ 「海外ファンド救済センター」の役割 

「海外ファンド救済センター」では、個人投資家が今保有している海外ファンドのモニタリング・売却等の手続きをサポートします。また、

海外ファンドの移管の対応もします。 
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「海外ファンド救済センター」の 10 の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 無料相談受付中 

2012 年 9 月 28 日まで、初回相談を無料で承ります。 

初回相談の結果、保有商品について当社でサポートさせて頂く場合には、当社投資助言サービスにご入会いただき、しっかりサポー

トします。入会金は 2 万円から、年会費は 1 万円からです。 

 

▼ 海外ファンド救済センター 

http://kaigai-kyusaicenter.com/ 

 

■  本件に関するお問い合わせ先 

アブラハム・プライベートバンク株式会社 広報担当：03-5776-7060 

 

アブラハム・プライベートバンク株式会社 概要   

YUCASEE（ゆかし）を運営しているアブラハム・グループ・ホールディングス株式会社（本社：東京都港区、資本金及び準備金：5 億 1,000 万円、代表取

締役社長：高岡 壮一郎、株主：東京海上日動火災保険株式会社、株式会社ジャフコ他）の100％子会社。海外ファンド、海外投資に特化した投資助言

会社であり、国内独立系の最大手。監査法人トーマツ企業成長率ランキング「Fast500」受賞。関東財務局長(金商）第 532 号投資助言業、一般社団法

人日本投資顧問業協会会員番号 011-01344  http://abraham-bank.com/ 

東京都港区虎ノ門 5-12-1 虎ノ門ワイコービル 5F 

① 金融商品の償還書類作成支援  

② 満期/清算/クーポン支払い手続き支援  

③ 法的所有権の変更、カストディアン変更支援  

④ 住所変更、氏名変更、結婚、相続等の管理業務支援  

⑤ 既に保有している金融商品の実績報告書、商品情報、文書（目論見書含む）の更新情報の取得支援  

⑥ 実績報告書の説明支援  

⑦ 取引報告書、取引明細、年度末決算書の取得支援  

⑧ 売買証書の写しの取得支援  

⑨ 保有金融商品の純資産価値に関する運用会社からの情報の取得支援  

⑩ 運用会社への問い合わせ代行 

 

※注1：海外投資を専門とする個人向け投資助言会社の会員数において（2012年8月現在 アブラハム・プライベートバンク調べ） 

※注2：金融庁「無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください」（http://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html） 

※注3：週刊東洋経済（2012年6月30日号）「資産逃避の甘いワナ―節税目的なら期待外れ」 

日経マネー（2012年4月号） 「そろそろ正しい外貨投資」 

産経ニュース（2012年6月6日付）「外貨購入、海外投資への苦情増加 近畿財務局が注意喚起」 
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添付 

 

■  これだけは確認して！ 投資助言会社が最低限守るべき２つのこと 

海外投資に関する業者については、次の２つをチェックしてみてください。 

① 助言業者として金融庁に登録があるか？ 

② ファンド固有名詞を公開していないか？ 

 

 

■  初心者のための「投資助言会社の選び方」 ガイド 

1. 金融庁の登録があるか？ 

・ 金融庁のHPで確認できます（http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kinyushohin.pdf） 

 

2. 海外投資（海外ファンド、オフショアファンド、海外積立投資）を専門にしているか？ 

・ 入り口（購入）、保有（モニタリング）、出口（売却）をスムーズにするためには、充分な経験が必要です。副業や片

手間でサービスはできません。 

 

3. 海外運用会社と直接のパイプ・コンタクトがあるか？ 

・ 常に最新情報をアップデートすることで、個人投資家の利益を守るのが投資助言会社の役目。単に香港仲介業者

（香港ＩＦＡ）につなぐだけの助言会社もありますが、やはり直接大元の運用会社とコンタクトのある投資助言会社

の方がノウハウを持っています。日本には数社しかありません。 

 

4. 継続的なサポートが可能な体制か？ 

・ 1 人で活動する個人事業主や、ブログで匿名の活動をしている業者など様々な業態がありますが、資本金や株主

構成など一定の組織規模がないと継続性・安定性が心配です。さらに近年、コンプライアンスが厳しくなっており、

法令遵守体制がしっかりしている会社が安全です。 

 

5. 納税意識が適切か？ 

・ オフショア投資を脱税にからめる業者も存在していますが、これはとても危険で、すぐに発覚します。脱税に手間を

かけるのは費用対効果に合いません。これからは正々堂々とお金を殖やす方に頭を使う時代です。 
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■ 金融庁の対応 

金融庁ではHP上に「無登録の海外所在業者による勧誘に注意」と掲載し（http://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html）、注意喚起

をしています。 

過去には、無登録で海外ファンドの募集・勧誘行為を行っていた業者に対し、行政処分を下した例もあります（図 1, 2）。しかし、法令上、

海外金融商品を国内で販売・勧誘することはできないため、商品名等でインターネットを検索すると、結果として法令を無視した違法

業者等の作成した虚偽の情報が多数表示されてしまいます。 

 

＜よくある虚偽の情報＞ 

誤： 香港の IFA・販売業者を通さないと海外ファンドは買えない？ 

正： 個人が日本の投資助言業者のサポートを利用して、海外ファンドを直接購入することができます。逆に、香港の業者が日本人に

海外ファンドを勧誘することは違法です。 

 

誤： 香港に渡航しないと、海外ファンドは買えない？ 

正： 現地に出向く必要は一切ありません。 

 

誤： HSBC 香港の口座を開設しないと、海外ファンドは買えない？ 

正： 海外の銀行に口座を開設する必要はありません。日本の銀行からファンド運用会社へ直接送金できます。 

 

図 1. 無登録で海外ファンドの募集・勧誘行為を行っていた業者に対し、行政処分を下した例 

 

▼関東財務局 行政処分の告知 

http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/kinshotorihou/7809syobun220805.pdf 

http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/kinshotorihou/8851syobun231011.pdf 
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図 2. 合法・違法業者の類型 

 

 

以上 


